
 

 

 

 

 

 

二見西幼稚園  ＰＴＡ規約 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第一章  総 則 

第１条（名称・事務所）この会は、明石市立二見西幼稚園ＰＴＡと呼び、事務所を二見西

幼稚園内におく。 

第２条（目的）この会は、会員相互の教養を高め、保護者と教職員が協力して家庭と幼稚

園と社会における幼児の健全な成長をはかることを目的とする。 

第３条（活動）この会は前条の目的を達成するために、次の活動をする。 

 １．よい父母、よい教職員となるように努める。 

 ２．家庭と幼稚園の連携を密にして、幼児の愛情補導に協力する。 

 ３．幼児の生活環境を整備することに努める。 

 ４．会員の教養を高めるための研修を行なう。 

第４条（方針）この会は、教育を本旨とする民間的団体として次の方針にもとづいて活動

する。 

 １．幼児の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

 ２．特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とする行為は行なわ

ない。 

 ３．この会は、自主独立のものであって、他の団体から支配統制、または干渉を

受けない。 

 ４．この会は、幼稚園教職員の人事その他管理には関与しない。 

 

第二章  会 員 

第５条（会員）この会員になることのできるものは次の通りである。 

 １．二見西幼稚園児の父母、またはこれにかわる者。 

 ２．二見西幼稚園の教職員。 

 

第三章  会 計 

第６条（会計）この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をあてる。 

第７条（会費）この会の会員は、次のように会費を納入する。 

 園児一人あたり月額３００円とする。 

第８条（経理）この会の経理は、総会において決議された予算にもとづいて行なわれる。 

第９条（会計決算）この会の決算は、会計監査を経て会員に報告し、承認を得なければな

らない。 

第１０条（会計年度）この会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わ

る。 



 

第四章  役 員 

第１１条（役員）この会の役員を次の通りとする。 

 １．会長  １名 

 ２．副会長 １名 

 ３．庶務  ２名（うち１名は職員） 

 ４．会計  ２名（うち１名は職員） 

 ５．園長  １名 

第１２条（役員会）役員会は、会長、副会長、庶務、会計、園長で構成し会の運営につい

て協議する。 

第１３条（役員の任務）この会の役員は、次の任務を行なう。 

 １．会長は、この会を代表し会務を統括する。 

 ２．副会長は、会長を補佐し、会長の支障のあるときは、その職務を代行する。 

 ３．庶務は、この会の運営と活動にかかわる事務を行なう。 

 ４．会計は、この会の会計事務を処理する。  

  

第１４条（役員の任期）役員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。 

第１５条（役員の選出）会長、副会長、庶務、会計は、委員会において選出し、総会で承

認を求める。 

 

第五章  委 員 

第１６条（委員会）委員会は、役員及び委員によって構成され、総会で委任された事項な

らびに、その他の事項について協議決定する。 

第１７条（委員の任務）この会の活動と運営を円滑に行なうよう努める。 

第１８条（委員の任期）委員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。 

第１９条（委員の選出）委員は、次の通り選出する。 

 １．学級委員 学級ごとに会員中より選出する。 

 

第六章  会計監査 

第２０条（会計監査）この会の経理を監査するために、会計監査を２名おく。 

第２１条（会計監査の任務）会計監査は、必要に応じ会計監査を行ない、全会員にその結

果を報告する。 

第２２条（会計監査の任期）会計監査の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。 

第２３条（会計監査の選出）会計監査は総会において会員中より選出する。 

 



第七章  会 合 

第２４条（会合）この会は、次の会合を催す。 

 １．定期総会および臨時総会 

 ２．役員会 

 ３．委員会 

 ４．専門部会 

 

第八章  総 会 

第２５条（総会）総会、次の通り催す。 

 １．総会は、全会員によって構成され、この会の最高決議機関であり、重要事項

を議決する。 

 ２．定期総会は、５月末までに開催する。 

 ３．臨時総会は、会長が必要と認めた場合及び会員の１/３以上の要求があった 

      ときに開催する。 

 ４．総会は、会員の１/２以上出席しなければ議事を開き議決することができな 

      い。 

 ５．総会の議事は、出席者の過半数の賛成を得て議決する。 

 

第九章  専門部 

第２６条（専門部会）この会に次の専門部をおき、部長が召集し活動する。 

 １．教養部 

 ２．広報部 

 ３．人権教育部 

 ４．愛護部 

 ５．保健体育部 

 

第十章  改 正 

第２７条（改正）この規約は総会において、出席者の２/３以上の賛成によって改正するこ

とができる。 

 

第十一章  附 則 

第２８条（発効）この会則は、平成１０年４月１日より実施する。 

        ・平成 19年 4月 27日 一部改正 

        ・平成 23年 4月 27日 第五章 第 19条 「1. 地区委員 各地区

ごとに会員中より選出する」を削除 

第２９条（慶弔規定）この会の慶弔規定は、別に定める。  



二見西幼稚園ＰＴＡ慶弔規定 

 

会員・在園児について、次の通り定める。 

 

１．会員・在園児死亡の場合。（全員） 

香料 ５，０００円 

 

２．会員・在園児が長期（１か月以上）にわたる病欠の場合。（全員） 

 見舞金 ３，０００円 

 

３．会員が災害を受けた場合、協議の上決定する。（全員） 

 例：全焼・全壊・負傷 

 

４．職員について 

 ・結婚の場合 

祝い金 ３，０００円 

 

 ・本人及び配偶者 出産の場合 

祝い金 ３，０００円 

 

 ・転退職の場合 

在職１年につき 餞別金 １，０００円 

 

５．その他、特別の事情が発生した場合、協議決定する。 

 

 

 

 

 

 


